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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）であって、
　　　光を生成する機能層配列（２３，２３Ａ）を含み、少なくとも一部が光透過性であ
る、少なくとも一つの有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’）、
　　　前記有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’）により発せられた光を、前記
照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）から取り出し、かつ周辺光を前記照明デバイス（１，１
Ａ，１Ｂ）に取り込む光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）、
　　　前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）を通って取り込まれた周辺光の少なくとも一部
を反射して、前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）に戻す再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）を
含み、
　前記機能層配列（２３，２３Ａ）が前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）と前記再帰反射
器（５，５Ａ，５Ｂ）との間に配置され、
　前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）は波長選択的であり、カラーフィルター層により波
長選択的に具現化され、前記カラーフィルター層は、前記有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ
、２Ｃ，２Ｃ’）と、前記照明デバイスにおいて前記光通過領域から遠い側と、の間に配
置されており、
　前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）は、前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）から反射さ
れて前記光通過領域に戻され前記照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）から取り出された一部
の周辺光が、前記有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’）により発せられる光と
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同じ光印象を実現するように、前記有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’）の発
光極大波長を有する電磁放射線を反射する、
　照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項２】
　前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）に、一定の入射角度で当たる周辺光が、前記照明デ
バイス（１，１Ａ，１Ｂ）に取り込まれ、かつ前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）により
反射されて前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）に戻され、前記照明デバイス（１，１Ａ，
１Ｂ）から、前記光通過領域（７，７Ａ，７Ｂ）に対する一定の出射角度で取り出され、
　前記出射角度は、前記入射角度と実質的に同一である、請求項１に記載の照明デバイス
（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項３】
　前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）は、波長選択的ミラー層により波長選択的に具現化
されている、請求項１または２に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項４】
　前記光通過領域（７）と前記機能層配列（２３）との間の少なくとも一部に配置された
少なくとも一つのカラーフィルター層（６）を有する、請求項１～３のいずれか一項に記
載の照明デバイス（１）。
【請求項５】
　互いに横方向に並んで配置された複数の有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’
）を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項６】
　異なる種類のカラーフィルター層(６，６Ａ，６Ｂ)が、前記互いに横方向に並んで配置
された少なくとも２つの有機発光素子（２，２Ａ，２Ｂ、２Ｃ，２Ｃ’）に配置されてい
る、請求項４または５に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項７】
　複数の有機発光素子（２Ａ，２Ｂ）を含み、それらの機能層配列（２３）は互いに重な
っている、請求項１～６のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項８】
　前記再帰反射器（５，５Ａ，５Ｂ）は、複数のビーム整形部材（５０）を含む反射層（
５１）を有し、
　少なくとも一つの前記ビーム整形部材（５０）は、前記反射層（５１）の表面の凹みを
有するか、もしくは凹みからなり、かつ／または
　前記少なくとも一つの前記ビーム整形部材（５０）は、レンズ部材を有するか、もしく
はレンズ部材からなる、請求項１～７のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，
１Ｂ）。
【請求項９】
　前記再帰反射器（５）は、複数のビーム整形部材（５０）を含む反射層（５１）を有し
、
　少なくとも一つのビーム整形部材（５０）は、前記反射層（５１）の表面の凹み、およ
びレンズ部材を有し、かつ
　前記レンズ部材は、部分的に凹みの内部に配置され、かつ凹みから光通過領域（７）に
向かって突出している、請求項１～８のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，
１Ｂ）。
【請求項１０】
　前記再帰反射器（５）は、光透過性のキャリア層（５２）の少なくとも一部に配置され
、一部が反射性である複数のビーム整形部材（５０）を有する、請求項１～７のいずれか
一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項１１】
　フレキシブルである、請求項１～１０のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ
，１Ｂ）。
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【請求項１２】
　警告マークまたは反射器である、請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明デバイス
（１，１Ａ，１Ｂ）。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）を含む、輸送
手段のための照明器具（１０）。
【請求項１４】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）を含む、ディ
スプレイデバイス（１００）。
【請求項１５】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）および／また
は請求項１４に記載のディスプレイデバイス（１００）を有する手荷物。
【請求項１６】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の照明デバイス（１，１Ａ，１Ｂ）および／また
は請求項１４に記載のディスプレイデバイス（１００）を有する衣服（９）。
【請求項１７】
　それぞれの再帰反射器（５Ａ，５Ｂ）が互いに向かい合うように配置された請求項１～
１１のいずれか一項に記載の二つの照明デバイス（１Ａ，１Ｂ）を有し、前記再帰反射器
（５Ａ，５Ｂ）は、前記照明デバイス（１Ａ，１Ｂ）の基板（２１Ａ，２１Ｂ）と一体化
されており、前記基板（２１Ａ，２１Ｂ）の後方の主面は、凹み（５０Ａ，５０Ｂ）付き
で構築されている、
　照明器具（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、照明デバイス、照明器具およびディスプレイデバイスに関する。
【０００２】
　本特許出願は、ドイツ特許出願102007046723.2と102007054037.1の優先権を主張する。
これらの出願の開示内容は、本願に参照により援用される。
【背景技術】
【０００３】
　種々の照明手段を含む様々な照明デバイスが多数知られている。照明手段の例には、白
熱灯や、蛍光灯や、発光ダイオードなどがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本出願の目的は、作動していないときに、視認性のよい照明デバイスを特定することで
ある。
【０００５】
　前記目的は、添付の特許請求の範囲に記載の照明デバイス、照明器具、ディスプレイデ
バイスの手段によって達成される。好ましい構成や態様は、それぞれ従属請求項にて特定
される。特許請求の範囲の開示内容は、参照により明細書に明確に援用される。
【０００６】
　ある照明デバイスを特定する。照明デバイスは有機発光素子を含む。さらに、照明デバ
イスは光通過領域（light passage area）を有し、光通過領域は、有機発光素子によって
発せられた光を照明デバイスから取り出し、周辺光（ambient light）を照明デバイスに
取り込む。さらに、照明デバイスは、有機発光素子により発せられた光を照明デバイスか
ら取り出し、かつ周辺光を照明デバイス内に取り込む光通過領域を有する。
【０００７】
　さらに、照明デバイスは再帰反射器を有し、再帰反射器は、光通過領域を通って取り込
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まれた周辺光の少なくとも一部を反射して、光通過領域に戻す。再帰反射器により反射さ
れた少なくとも一部の周辺光は、好ましくは発光デバイスから光通過領域を通って取り出
される。
【０００８】
　本出願書面において「周辺光」は、照明デバイス外の外部発光源により生じた可視電磁
放射線を意味するものと理解される。一例として、ヘッドライト（例えば、車両のヘッド
ライト）、街路照明または屋内照明、および／または太陽が、外部発光源として好ましい
。
【０００９】
　再帰反射器は、光通過領域から再帰反射器に入射した周辺光を反射して、幅広い入射角
度において、実質的に入射方向と同じ方向に戻す。別の言い方をすると、再帰反射器に入
射する光線の一部と、再帰反射器で反射された光線の一部が、実質的に平行する。この場
合に、入射角度とは、光線の入射部分（incident part）と、再帰反射器のメインの伸展
面（extension plane）の領域に対する法線との交差角度である。具体的には、入射部分
と反射部分とが、１５°以下の交差角度を形成し、好ましくは、１０°以下の交差角度を
形成し、より好ましくは５°以下の交差角度を形成する。入射角度の上限は、例えば４５
°以上であり、好ましくは６０°以上であり、より好ましくは７５°以上である。
【００１０】
　一の態様では、再帰反射器はわずかな散乱を有する。別の言い方をすると、光線の入射
部分が反射されて、狭い発散ビームコーン（narrow, divergent beam cone）内に戻され
る。ビームコーンは、光線の入射部分に実質的に平行な重心軸を有する。つまり、重心軸
は、光線の入射部分と、例えば１５°以下、好ましくは１０°以下、より好ましくは５°
以下の交差角度を形成する。
【００１１】
　ビームコーンの開口角度は、好ましくは１５°以下、より好ましくは１０°以下であり
；０．５°以上、より好ましくは２°以上である。ここで開口角度とは、重心軸とビーム
コーンのエンベロープ表面（envelope surface）との交差角度である。エンベロープ表面
は、具体的には、電磁放射線の強度が、重心軸での強度の１／ｅとなるように選択された
、重心軸から隔てられた全ての点の組合せである。
【００１２】
　狭い発散ビームコーン内へ再帰反射させることは、例えば外部光源からの入射光線（例
えば、自動車のヘッドライト）が反射されて直接外部光源に戻されることを目的としてお
らず、むしろ、例えば、外部光源の周辺にいる観察者（例えば、自動車のドライバー）に
認識されることを目的としている場合に有利である。
【００１３】
　有機発光素子は、少なくとも一部は光透過性を有し、好ましくは透明である。有機発光
素子、または少なくともその機能層配列（functional layer sequence）は、光通過領域
と再帰反射器との間に配置される。別の言い方をすると、照明デバイスの後方から前方に
向かって、再帰反射鏡、機能層配列、光通過領域が、この順に連続している。これにより
、光通過領域を通って照明デバイス内に取り込まれた周辺光の少なくとも一部が、有機発
光素子または少なくとも機能層配列を通って導かれ、再帰反射器にまで侵入する。したが
って好ましくは、特に、再帰反射器により反射され、照明デバイスから光通過領域を通っ
て取り出される周辺光の少なくとも一部も、光透過性の有機発光素子を通過する。
【００１４】
　再帰反射器により、所定の入射角度で光通過領域に当たった周辺光は、照明デバイス内
に取り込まれ、再帰反射器により反射されて光通過領域に戻され、光通過領域に対する一
定の出射角度で照明デバイスから取り出される。前記出射角度は、前記入射角度と実質的
に同一である。ここで、入射角度または出射角度とは、光通過領域の平面に対する法線と
の角度である。一例として、入射角度の上限値は４５°以上であり、好ましくは６０°位
所であり、さらに好ましくは７５°以上である。
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【００１５】
　再帰反射器から反射されて光通過領域に戻ってきた周辺光により、作動していないとき
（例えば、有機発光素子の電源が入っていないときや、有機発光素子の不良のように機能
的損傷が生じた場合）でも、照明デバイスの視認性が高まる。周辺光が十分でない場合に
は、有機発光素子により照明デバイスの視認性を高める。
【００１６】
　有機発光素子は機能層配列を有する。機能層配列は光透過性であり、好ましくは透明ま
たは半透明である。機能層配列の少なくとも一層は、有機物質を含む。一例として、有機
物質はポリマーおよび／または小分子物質である。有機物質は、特に、電磁放射線を発す
るために用いられる。有機発光素子は、特に、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を構成す
る。作動中に機能層配列により、再帰反射器の方向に発せられた電磁放射線の少なくとも
一部は、好ましくは反射されて再帰反射器から光通過領域の方向に戻され、光通過領域を
通って照明デバイスから取り出される。
【００１７】
　機能層配列は、少なくとも一部が光透過性であるように具現化された、そして好ましく
は透明または半透明となるように具現化された２つの電極（それ自身が機能層でもある）
の間に配置される。適切な電極は、例えば金属膜を含み、その厚さは、機能層配列により
発せられた光の少なくとも一部が透過するように小さく選択される。代替的に、または付
加的に、インジウムスズ酸化物などの透明導電性酸化物（ＴＣＯ）が、一方または両方の
電極として用いられうる。電極を含む機能層積層体は、好ましくは光透過基板、特に透明
基板上に配置される。基板は、例えばガラス板、ガラスシート、または樹脂フィルムを含
むか、またはそれらの少なくとも一つからなる。
【００１８】
　一の態様では、再帰反射器は波長選択的な形式に具現化される。一例として、再帰反射
器はカラーフィルター層を含む。カラーフィルター層は、可視電磁放射線スペクトラムの
第１スペクトル領域を伝達し、かつ可視電磁放射線スペクトラムの他のスペクトル領域を
吸収する。カラーフィルターの代替として、再帰反射器が、周辺光を反射するための波長
選択的反射層を有していてもよく、波長選択的反射層は第１領域を反射し、第２領域を吸
収および／または伝達する。
【００１９】
　好ましくは、第１スペクトル領域の一部または全部が、作動中の照明デバイスの有機発
光素子により発せられた光のスペクトル分布と重なる。一の態様では、有機発光素子によ
り発せられた最大強度の光は、可視スペクトラムの第１スペクトル領域にある波長を有す
る。一例として、波長選択的形式に具現化された再帰反射器は、有機発光素子の発光極大
波長を有する電磁放射線を反射する。
【００２０】
　再帰反射器から反射されて光通過領域に戻され、照明デバイスから取り出された一部の
周辺光は、好ましくは、有機発光素子により発せられる光と、実質的に同じ色印象を実現
する。好ましくは、照明デバイスは、自立的に、有機発光素子が稼動している状態のとき
と同じ色印象を実現する。
【００２１】
　再帰反射器に含まれるカラーフィルター層は、具体的には、照明デバイスの有機発光素
子と、光通過領域から遠い側（つまり、後側）との間に配置される。他の態様では、照明
デバイスは、光通過領域と有機発光素子との間の少なくとも何箇所かに（at least in pl
aces）配置されたカラーフィルター層を有する。光通過領域の平面において、カラーフィ
ルター層が有機発光素子と再帰反射層の一部、またはこの構成における領域全体を覆う。
一つの応用形態では、カラーフィルター層は有機発光素子を封入する封入体として具現化
される。一例として、封入体はカラーフィルター層を形成するために少なくとも一の着色
剤を含有する。
【００２２】



(6) JP 5394685 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　カラーフィルター層が光通過領域と有機発光素子との間の一部に配置される一つの応用
形態では、有機発光素子により発せられた光の第１スペクトル領域がカラーフィルター層
により伝達され、かつ有機発光素子により発せられた光の第２スペクトル領域がカラーフ
ィルター層に吸収される。
【００２３】
　一例として、有機発光素子は白色光を発する。カラーフィルター層は、短波長、可視ス
ペクトル領域の第２スペクトル領域を吸収する。一例として、カラーフィルター層は青お
よび緑のスペクトル領域を吸収し、第１スペクトル領域である赤色光を伝達する。このよ
うに、光通過領域の平面をカラーフィルター層で覆われていない有機発光素子を配置する
ことにより、有機発光素子により引き起こされたスペクトラル分布に対応する色印象が発
現される。カラーフィルター層で覆われた部分領域は、カラーフィルター層によって伝達
される第１のスペクトル領域に対応する色になる。情報（例えば、パターンおよび／また
は少なくとも一つの記号）の表示は、このように、個々の有機発光素子により得られるこ
とが好ましい。１もしくは複数の記号は、例えば、１または複数の文字、１または複数の
数字、および／または１または複数の絵文字である。
【００２４】
　他の態様では、複数の有機発光素子が、光通過領域の平面に互いに横方向に並んで配置
されている。この態様の一の応用形態では、異なる種類のカラーフィルターが、横方向に
互いに並んで配置された少なくとも２つの有機発光層に配置される。一例として、それぞ
れのカラーフィルターが、光通過領域の平面の一部または全部に配置されて、有機発光素
子を覆う。特に、各有機発光素子により発せられた最大強度の光が、その素子に配置され
たカラーフィルター層の第１スペクトル領域にある波長を有する。
【００２５】
　さらなる態様では、照明デバイスは、機能層配列が横方向に（laterally）重なる複数
の発光素子を有する。別の言い方をすると、複数の有機発光素子は、照明デバイスの前方
から後方に向かって、次々に連続して配置されている。別の言い方をすれば、複数の有機
発光素子は、重なり合って積層されている。一例として、有機発光素子の積層は、白色光
を発するために好ましい。
【００２６】
　横方向に互いに並んで配置された複数の有機発光素子および／または機能層配列が横方
向に重なる複数の有機発光素子は、一つの発展形態において、個々にまたは小グループで
駆動されうる。作動中に、色印象および／または表示する情報が変化する照明デバイスが
、この方法によって得られる。
【００２７】
　一の態様では、複数のビーム成形部材を有する再帰反射器は反射層を有する。ビーム成
形部材は、好ましくは単層に配置される。反射層は、好ましくは、少なくとも部分的に反
射性である表面を有する。一例として、反射層の、光通過領域に対向している主領域は、
反射性である。反射層は、具体的には金属素材である。一例として、反射性金属膜である
。代替として、反射層の表面の反射性は、特に、反射層の光通過領域から遠い側の主面で
の全反射によっても達成される。光通過領域から遠い側の主面で（全）反射させる反射層
は、少なくとも部分的に光透過性である物質、特に透明物質または半透明物質を含有する
ことが好ましい。このような反射層は、カラーフィルター層と一体的に具現化されていて
もよい。
【００２８】
　一の態様では、少なくとも一つのビーム整形部材は、反射層の表面の凹みを有するか、
またはその凹みからなる。一例として、凹みはプリズム形状、円錐状、円錐台状、角錐台
状を有する。凹みは、例えば、反射層にエンボス加工をすることにより形成される。ミラ
ー層が、キャリア（carrier）上の反射性金属フィルムを有する場合には、その反射性金
属膜を形成する前に、キャリアにエンボス加工して凹みを形成することが好ましい。
【００２９】
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　更なる態様では、少なくとも一つのビーム整形部材は、レンズ部材を有するか、または
レンズ部材からなる。レンズ部材は、例えば、ガラスビーズ、高屈折率を有する無機粒子
、および／またはガラス破片である。再帰反射器の一つの発展形態では、レンズ部材は、
反射層の凹みに配置され、特にその凹みの開口部から突出している。
【００３０】
　代替として、再帰反射器は複数のビーム整形部材を含むキャリア層を有していてもよく
、キャリア層は部分的に光透過性、半透明または透明であり、ビーム整形部材は部分的に
反射性を有する。例えば、部分的に金属化されたガラスビーズは、部分的に反射性を有す
るようにされたビーム整形部材として適切である。ビーム整形部材は、好ましくはキャリ
ア層にある単層に含まれる。反射性は、光通過領域から遠い部分に付与することが好まし
い。
【００３１】
　一つの態様では、ビーム整形部材は微小化されている。一例として、それらの最大長さ
は１ｍｍ以下であり、一つの発展形態では２５０μｍ以下であり、例えば１００μｍ以下
である。
【００３２】
　さらに別の態様では、照明デバイスはフレキシブルに具現化される。フレキシブルに具
現化された照明デバイスは、特に多様性をもって好ましく用いられる。
【００３３】
　一の態様では、照明デバイスは照明器具に含まれるか、または照明器具を構成する。照
明器具とは、具体的に、輸送手段のための照明器具、または街路照明のための照明器具で
ある。一例として、照明器具は、車両（例えば、自動車や自転車）の位置照明器具（posi
tion luminaire）である。この態様では、例えば自動車に設けられた反射器（具体的には
再帰反射器）は、照明器具（例えば、自動車のリアライト）に一体化されていることが好
ましい。これにより、照明器具と反射器に必要なスペースが、特に好ましく小さくなる。
【００３４】
　他の態様では、照明デバイスはディスプレイデバイスに含まれる。ディスプレイデバイ
スは、具体的に情報を表示するように提供される。情報とは例えば、少なくとも一つの記
号、少なくとも一つの幾何学的形状（円形、三角形、矩形など）、および／または少なく
とも一つの画像情報項目（図または写真など）でありうる。一例として、ディスプレイデ
バイスは、ディスプレイパネル、例えば方向を指し示す標識（例えば交通標識）、警告パ
ネル、道路標識またはナンバープレートである。その情報は、発光素子の電源が入ってい
なかったり、発光素子に生涯があったりする場合であっても、特に視認性がよい。 
【００３５】
　さらに別の一態様では、照明デバイスおよび／またはディスプレイデバイスを有する衣
服または手荷物が提供される。衣服とは、例えば上着や靴である。手荷物とは、例えば学
生かばん、リュックサック、バッグ（旅行かばんやスポーツバッグなど）、またはスーツ
ケースである。
【００３６】
　一つの好ましい応用形態では、照明デバイスおよび／またはディスプレイデバイスは、
フレキシブルに、つまり具体的には、柔軟におよび／または形状自在（shapeable）に具
現化される。他の応用形態では、電源ユニットが衣服または手荷物に組み込まれ、作動中
の照明デバイスおよび／またはディスプレイデバイスに電力を供給する。
【００３７】
　本発明の照明デバイスのさらなる利点および好ましい態様や応用形態が、図１Ａ～図１
３参照して以下に説明される典型的な態様から、明らかになるであろう。
【００３８】
　典型的な態様および図面において、同様のまたは同様に作用する構成部材は、同一の参
照記号を付されている。図面、または図面に記載の構成要素間の大きさの関係は、原則と
して、実際の尺度としてみなされるべきではない。むしろ、各構成要素（層など）は、誇
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張された大きさ（特に、誇張された厚さ）で示されている場合もある。より表現しやすい
ため、および／またはよりよい理解のためである。
【００３９】
　図１Ａは、第１の典型的な態様による照明デバイス１の概略断面を示す。照明デバイス
１は、基板２１と基板２１に貼り付けられた第１の電極２２とを含む有機発光素子２を有
する。有機物質（高分子物質および／または小分子）をベースとする機能層配列２３は、
第１の電極２２の基板２１から遠い側に貼り付けられる。第２の電極２４は、機能層配列
２３の第１の電極２２から遠い側に配置される。封入体２５（この場合には、ふた）は、
機能層配列２３を、物理的損傷、汚染および／または水分から保護する。ふた２５は、例
えばガラスのふた、またはポリカーボネートなどを含有するプラスチックのふたである。
【００４０】
　有機発光素子２を電気的に接続するために、第１の電極および第２の電極は、好ましく
は封入体２５から外部スペースに導出されている。第１の電極２２および第２の電極２４
によって機能層配列２３に動作電流が印加されると、機能層配列の活性領域が励起され、
電磁放射線を発する。
【００４１】
　照明デバイスは、前方側３から電磁放射線を発するように提供される。本典型的態様で
は、前方側３は、有機発光素子２の基板２１から遠い側である。前方側３に、照明デバイ
ス１は光通過領域を有する。この場合には、封入体２５の機能層積層体２３から遠い領域
である主領域２５１が、光通過領域を構成する。
【００４２】
　前方側３の反対にある後方側４に、照明デバイス１は再帰反射器５を有する。第１の典
型的な態様では、再帰反射器５は反射層として金属板を有する。前方側３に対向する反射
層の主領域は、少なくとも、有機発光素子２によって覆われた領域にビーム整形部材５０
を有する。この場合には、ビーム整形部材５０は、反射金属板５１にエンボス加工された
角錐状の凹みである。凹み５０により、再帰反射器５は、光通過領域７から再帰反射器５
に侵入した周辺光を反射して、再帰反射器５に侵入してきた方向と同じ実質的に方向に戻
す。
【００４３】
　角錐状の凹み５０は、好ましくは三面鏡を構成する。別の言い方をすると、凹みのそれ
ぞれは、好ましくは精密に３つの側面を有する。一つの応用形態では、本例のように、３
つの側面が互いに約９０°（例えば８５°～９５°であり、限界値を含む）の角度を形成
する。
【００４４】
　有機発光素子２は、少なくとも部分的に光透過性となるように具現化され、好ましくは
透明に具現化される。特に、各基板２１、第１の電極２２および第２の電極２４、ならび
に機能層積層体２３は、部分的に光透過性であり、好ましくは透明または半透明である。
【００４５】
　一例として、基板２１はガラス板、ガラスシートまたは高分子フィルムである。透明な
導電性酸化物（ＩＴＯなど）および／または半透明金属層が、第１の電極２２および第２
の電極２４の材質として好適である。これにより、光通過領域７を通って照明デバイス１
に取り込まれた周辺光の少なくとも一部は、有機発光素子２を通って導かれ、再帰反射器
５に侵入する。周辺光の少なくとも一部は反射されて、再帰反射器から、具体的には有機
発光素子２を通って、光通過領域７に戻される。これにより、照明デバイス１に取り込ま
れた周辺光の少なくとも一部が、再び、照明デバイス１から取り出される。ここで入射角
度と出射角度（entrance and exit angles）とは実質的に同一であり、つまり、具体的に
は１５°以下だけ、好ましくは１０°以下だけ、さらに好ましくは５°以下だけ異なる。
【００４６】
　さらに、照明デバイスの作動中に、後方側４に向かって機能層配列２３により発せられ
た電磁放射線の少なくとも一部は、再帰反射器５によって反射されて、前方側３に戻され
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て、光通過領域７を通って取り出される。
【００４７】
　カラーフィルター層６は、光通過領域７と機能層配列２３との間に配置される。この場
合にカラーフィルター層６は、キャップ２５の、機能層配列２３に対向する内面に貼り付
けられる。カラーフィルター層６は、可視波長スペクトラムの第１のスペクトル領域に対
して高透過率を有し、かつ可視波長スペクトラムの第２のスペクトル領域に対する高吸収
率を有する。作動中の照明デバイスの機能層配列２３により発せられた最大強度の電磁放
射線は、カラーフィルター層６により伝達される第１のスペクトル領域内にある。
【００４８】
　図１Ｂは、第１の典型的な態様の変形態による照明デバイス１の概略断面を示す。
【００４９】
　図１Ａに示される第１の典型的な態様とは対象的に、この場合には、再帰反射器５は、
有機発光素子２の基板２１から遠い側に配置される。この態様では、照明デバイス１の後
方側４から前方側３に向かって、再帰反射器５、機能層配列２３および基板２１が、この
順に連続している。一方、図１Ａの態様では、後方側４から前方側３に向かって、機能層
配列２３が基板２１の後に続いている。
【００５０】
　図１Ｂに示された第１の典型的な態様の変形態様では、例えば、具体的に封入フレーム
２５と一体化されている再帰反射器５は、機能層配列２３の封入体または封入体の一部を
構成する。封入フレーム２５は、例えばスペーサーリングであり、例えばプラスチックま
たはガラスを材質とする。代替的に、封入フレーム２５は接着性のビーズであってもよく
、それにより再帰反射器５は、有機発光素子の基板２１に固定される。
【００５１】
　図１Ｂに示される照明デバイスは、さらにカラーフィルター６を有する。この場合に、
カラーフィルター６は、基板２１の、機能層配列から遠い側の主面に貼り付けられている
。代替的に、基板２１がカラーフィルター層６を構成していてもよく、一例として、基板
２１は目的とする着色剤を含有する。
【００５２】
　図１Ｂに示される第１の典型的な態様の変形態様では、再帰反射器５は、反射層５１と
、複数のレンズ部材５０と、少なくとも部分的に光透過性であり、好ましくは透明である
カバー層５２とを含む反射フィルムである。レンズ部材は例えばガラスビーズであり、例
えば、１００μｍ以下、特に５０μｍ以下の直径を有する。ガラスビーズ５０は、部分的
に反射層５１に埋め込まれており、反射層５１はガラスビーズ５０が配置されるための凹
みを有し、かつ反射層５１からガラスビーズ５０は突出している。カバー層５２は特に、
汚染または物理的損傷からビーム整形部材を保護する。波長選択的な再帰反射器である場
合には、カバー層はカラーフィルター層を構成し、例えば着色剤を含有する。
【００５３】
　前方側３からレンズ部材５０に侵入した光は、レンズ部材５０に入るときに屈折し、反
射層５１で反射し、レンズ部材５０から出るときに再度屈折する。このように反射される
光は、具体的には、レンズ部材に侵入したときの方向と実質的に同じ方向に反射されて戻
される。
【００５４】
　図２は、第２の典型的な態様による照明デバイス１の概略断面を示す。第２の典型的な
態様による照明デバイスは、第１の典型的な態様とは対照的にカラーフィルターを有さな
い。
【００５５】
　再帰反射器５は、無機物質粒子により形成される。粒子は、例えばガラスまたはガラス
セラミック粒子でありうる。粒子は、例えば多角形の外形を有する（例えば、ガラス破片
が含まれる）。また粒子は、丸みのある形状（例えば、実質的に球形または楕円形）を有
しうる。粒子は、中実粒子であっても、中空粒子であってもよい。この場合には、ビーム
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整形部材５０は、１００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下の直径を有するガラスビーズ
である。この場合に、粒子の表面は部分的にミラーコーティングされている。ガラスビー
ズ５０の表面のミラーコーティングされた部分は、照明デバイス１の後方側４に対向する
側であり、光通過領域７から遠い側である。表面を部分的にミラーコーティングされた粒
子の代わりに、全反射するミラーコーティングされていない粒子を用いてもよい。
【００５６】
　ビーム整形部材５０は、再帰反射器５に単層に含有されており、透明キャリア層５２に
埋め込まれ、透明キャリア層５２は、例えば高分子物質を含む。キャリア層５２の材質は
、特に、ビーム整形部材５０の屈折率よりも小さい屈折率を有する。一つの態様では、ビ
ーム整形部材５０の屈折率は、キャリア層５２の屈折率の１，５～２．５倍（限界値を含
む）である。波長選択的な再帰反射器５の場合には、例えばカラーフィルター層が、キャ
リア層５２と一体的に形成される。一例として、キャリア層５２は目的とする着色剤を含
む。
【００５７】
　第１の典型的な態様との更なる相違点は、図２に示された照明デバイスが、後方側４か
ら前方側３に向かって、互いに積層されている２つの有機発光素子２Ａと２Ｂを有するこ
とである。この場合に、２つの有機発光素子２Ａと２Ｂは、共通の封入体２５の内部に配
置される。
【００５８】
　照明デバイス１は、この場合には、フレキシブルに具現化される。有機発光素子２Ａと
２Ｂの基板２１Ａと２１Ｂは、例えば高分子フィルムである。この典型的な態様では、封
入体は、少なくとも一層の誘電体層（例えば、ＳｉＯ２層、Ｓｉ３Ｎ４層および／または
窒化酸化物層）を有する透明な薄膜の封入体２５である。好ましくは、薄膜封入体は、誘
電体層と高分子層との交互積層体を含む。このような薄膜封入体２５は、他の態様の照明
デバイスにも好適である。
【００５９】
　図３は、第１の典型的な態様の第２の変形態様であり、２つの照明デバイス１Ａと１Ｂ
を有する照明器具１０の概略断面を示す。２つの照明デバイス１Ａと１Ｂは、それらの後
方側４Ａと４Ｂ、具体的にはそれらの再帰反射器５Ａと５Ｂが互いに向かい合うように配
置される。２つの照明デバイス１Ａと１Ｂの後方側４Ａと４Ｂは、好ましくは互いに固定
されている。これにより、照明デバイス１Ａと１Ｂの前方側３Ａと３Ｂは、互いに反対側
に位置し、光通過領域７Ａと７Ｂは互いに離れている。したがって、照明器具１０は、大
きい立体角範囲（solid angle range）を照明し、かつ／又は大きい立体角範囲からの周
辺光の再帰反射器にとって好ましい。
【００６０】
　第１の照明デバイス１Ａに基づいて説明された以下の特徴は、照明器具１０の第２の照
明デバイス１Ｂにも準用される。
【００６１】
　この典型的な態様では、再帰反射器５は、照明デバイス１Ａの基板２１Ａと一体化され
ている。基板２１Ａの後方の主面は、凹み５０Ａで構築されている。
【００６２】
　図１Ａに示される第１の典型的な態様の再帰反射器５とは対象的に、不透明物質を含む
反射性の反射層５１の、前方側３に対向する領域で、反射は実質的に生じない。さらにこ
の場合には、凹み５０Ａの側面での全反射により反射が実現される。この場合に基板２１
Ａは、透明マトリックス物質と；マトリックス物質に分散され、可視スペクトラムの第１
のスペクトル領域を伝達し、かつ可視スペクトラムの第２のスペクトル領域を吸収する着
色剤とを含有する。これにより再帰反射器５Ａは、実質的に、第１のスペクトル領域内の
波長を有する周辺光だけを反射して、光通過領域７Ａに戻す。作動中の機能層配列２３Ａ
により発せられた最大強度の放射線は、同様に第１のスペクトル領域にある波長を有する
ことが好ましい。
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【００６３】
　この場合には、基板２１Ａはカラーフィルター層６Ａを構成する。代替として、基板２
１Ａは、同様の目的で着色マトリクス材を含んでいてもよい。再帰反射器の波長選択性が
望ましくない場合には、基板２１Ａは透明に具現化される。この典型的な態様に具現化さ
れた再帰反射器５Ａは、他の照明の構成にも適する。
【００６４】
　カラーフィルター層６Ａは、この典型的な態様における基板２１Ａと一体化されて具現
化されており、後方側４Ａに向かって機能層配列２３Ａの後に続いている。これにより、
機能層配列２３Ａによって、前方の光通過領域７Ａに向かって発せられた光が、カラーフ
ィルター層６Ａに吸収されるというリスクが低減される。
【００６５】
　図４は、自転車の概略側面を示す。示された自転車は、図１Ａの第１の典型的な態様に
よる、後方発光する照明デバイス１を有する。一例として、後方発光の発光素子２は赤色
光を発し、カラーフォルター層２は赤色印象を引き起こす。
【００６６】
　代替的にまたは付加的に、自転車は例えば、図２に示された第２の典型的な態様による
照明デバイスを含むフロントライト１’を有する。
【００６７】
　一例として、フロントライト１’の場合には、黄色光を発する第１の有機発光素子２Ａ
と、青色光を発する第２の有機発光素子２Ｂが、互いに積層される。これにより、フロン
トライト１’は、作動中に白色光を発する。代替として、フロントライトは、単一の機能
層配列２３により白色光を発する有機発光素子２を含んでいてもよい。更なる代替として
、例えば赤、グリーン、青の光を発する、３つの発光素子の積層体もありうる。
【００６８】
　更なる代替として、または付加的に、自転車は、車輪のスポークに反射器を有していて
もよく、この場合の反射器は図３に示された典型的な態様の照明器具を含む。照明器具１
０は、例えば、電池または充電式電池などの電源装置（図３には示されていない）を含む
。リアライト１および／またはフロントライト１’は、電力供給のため、同様に電池また
は充電式電池を含み、かつ／又は発電機などの外部電源装置により動作電流を供給される
。
【００６９】
　図５は、自動車の概略後方面を示す。例えば、図３に示された照明器具１０の照明デバ
イス１Ａと同様に具現化された照明デバイス１は、自動車のテールランプとして用いられ
る。
【００７０】
　さらに、ディスプレイパネル、つまりライセンスプレート１００は、自動車１００に固
定されており、前述の典型的な態様の一つ、例えば第２の典型的な態様による照明デバイ
スを同様に含む。ナンバープレートに含まれる情報、具体的には、文字および／または数
字などの記号１１０を表示するために、例えば、光通過領域７は吸収層（例えば、カラー
層）を一部に有する。その吸収層は、記号１１０の領域において、周辺光の取り込みや、
反射光または有機発光素子により発せられた光の取り出しを低減したり、抑制したりする
。
【００７１】
　図６に示される衣服は、（この場合には、ストリップ形状の）警告マークを有し、警告
マークは照明デバイス１で構成されるか、または照明デバイス１を含む。照明デバイスは
、例えば前述の典型的な態様の一つにより具現化されるが、好ましくはフレキシブルに具
現化される。
【００７２】
　図６に示される典型的な態様による衣服９はさらに、前述の典型的な態様の一つによる
照明デバイス１を有し、フレキシブルにされたディスプレイパネル１００を有していても
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よい。複数の記号１１０が、例えば吸収層により、ディスプレイパネル１００に示される
。一例として、記号は一の単語または複数の単語を構成する。好ましい態様では、衣服９
は、照明デバイス１および／またはディスプレイパネル１００に電力を供給する電源装置
（電池など）を有する。
【００７３】
　図７は、手荷物９（ここでは、学生かばん）の概略斜視図を示す。図６に示された典型
的な態様による衣服と同様に、学生かばん９は、例えば、ストリップ（strip）の形態に
された警告マークを有する。警告マークは、照明デバイス１により構成されるか、または
照明デバイス１を含む。
【００７４】
　さらにこの場合に、手荷物９の２つの締結部材１０（例えば、留め金やロック）は、そ
れぞれに照明デバイスを含む照明器具とされる。照明デバイスは、例えば第１の典型的な
態様またはその変形態様の一つとされる。
【００７５】
　電力は、例えば、手荷物９に組み込まれた少なくとも一つの電池により提供される。一
例として、締結部材１０のそれぞれが電池を有しうる。一の態様では、警告マーク１は、
手荷物９に組み込まれた少なくともさらにもう一つの電池により動作電流を提供される。
【００７６】
　図８は、第４の典型的な態様による照明デバイス１の概略断面を示す。照明デバイス１
は、複数の発光素子（この場合には、２つの発光素子２Ａと２Ｂ）を含み、それらは互い
に横方向に（laterally）隣接している。別の言い方をすると、それらは、光通過領域７
の平面において、互いに並んで配置されている。この場合に、有機発光素子２Ａと２Ｂは
共通の基板２１上に配置されている。
【００７７】
　この場合に、素子２Ａと２Ｂはそれぞれ、異なるカラーフィルター層６Ａと６Ｂを提供
される。これにより、照明デバイス１は、第２の有機発光素子２Ｂの領域での色印象とは
異なる色印象を、第１の有機発光層２Ａの領域で生成する。一例として、異なるカラーフ
ィルター層６Ａと６Ｂにより、パターンが形成される。少なくとも一つの記号が表現され
、かつ／または画像情報項目（例えば、図や写真）が再生される。
【００７８】
　図８は、２つの有機発光素子２Ａと２Ｂに関連して、２つのカラーフィルター層６Ａと
６Ｂそれぞれの配置に関する更なる２つの典型的な例を示す。左側の領域にある第１の有
機発光素子２Ａの場合に、カラーフィルター層６Ａは、有機発光素子２Ａの封入体２５Ａ
と一体化されている。この場合に、機能層配列２３Ａを封入するキャップ２５に着色剤が
含有される。
【００７９】
　第２の有機発光素子の場合に、カラーフィルター層６Ｂは接着促進層として具現化され
る。接着促進層は、例えば接着層であり、キャップ２５Ｂを第２の電極２４Ｂの実質的に
全面に接続する。
【００８０】
　有機発光素子２Ａと２Ｂのうちの少なくとも一方は、例えば図２における照明デバイス
のように、カラーフィルター層６Ａと６Ｂを有さないことも考えられる。
【００８１】
　図９は、照明デバイスの概略平面を示す。照明デバイス１において、第１の有機発光素
子２Ａと、第２の有機発光素子２Ｂまたは有機発光素子の積層体は、パターンを構成して
いる。パターンは、例えば、光通過領域７の平面においてストリップ状である。
【００８２】
　第１の有機発光素子２Ａは、例えばカラーフィルター層６Ａを有し、カラーフィルター
層６Ａは、例えば赤い着色剤を含有する。第２の有機発光素子２Ｂまたは素子の積層体は
、一の態様において白色光を発し、その場合にカラーフィルター層６によってカバーされ
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ていない。
【００８３】
　代替として、パターンは、例えば、白色光を発し、かつ一部に着色剤層６を有する有機
発光素子２によって形成されてもよい。
【００８４】
　図１０は、図９に示された典型的な態様による２つの照明デバイス１を有する貨物自動
車の概略斜視図である。この典型的な態様では、照明デバイス１は警告マーク、例えば昇
降荷台の警告マークを構成する。
【００８５】
　さらに、この典型的な態様における貨物自動車は、貨物自動車の荷台の縁に沿って配置
された照明デバイス１’を有している。これらの照明デバイス１’は、輪郭マークを構成
する。
【００８６】
　図１１は、ディスプレイパネル１００の、照明デバイス１の光通過領域に関する概略平
面を示す。一例として、ディスプレイパネル１００の情報として絵文字が表示される。こ
の場合には、情報を表示するために、照明デバイス１の光通過領域７の実質全体を照らす
有機発光素子２は、カラーフィルター層６で一部覆われている。
【００８７】
　図１２は、ディスプレイパネル１００の第２の典型的な態様を示す。図１２に示される
ディスプレイパネルは、交通標識である。光通過領域の一部は、標識記号（この場合には
、数字の８と０）の形状の吸収層で覆われている。白色光を発する有機発光素子２は、こ
の場合の光通過領域７の平面におけるエッジ領域が、例えば、カラーフィルター６で覆わ
れている。
【００８８】
　この場合に、カラーフィルター層６は、標識記号１１０の周囲に環状に配置されている
。照明デバイスの基板形状は円形である。このように、カラーフィルター層６と照明デバ
イスの形状により、さらなる情報が表示される。つまりこの場合の道路標識１００は、禁
止標識となる。
【００８９】
　図１３は、第３の典型的な態様による２つのディスプレイパネル１００を、光通過領域
７の平面で概略的に示す。示されたディスプレイパネル１００は、方向指示標識（例えば
交通標識）である。
【００９０】
　左方向を指示する標識１００は、標識記号１１０がカラーフィルター層６を切り抜くこ
とにより示される構成の例として示される。一例として、カラーフィルター層６は、有機
発光素子に、特にその封入体２５および／または基板２１に接着接合されている。
【００９１】
　右側に例示されたディスプレイパネル１００は、横方向に互いに隣り合う複数の有機発
光素子２Ａ、２Ｂ，２Ｃおよび２Ｃ’を有する。一例として、第２の有機発光素子２Ｂお
よび／または第３の有機発光素子２Ｃと２Ｃ’は、第１の有機発光素子２Ａの開口部に配
置されている。特に、有機発光素子２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｃ’は、実質的に連続的な発光
領域を形成する。それらは、例えば、それぞれ取り出された光の色印象が異なる。
【００９２】
　標識記号１１０は、第２および第３の有機発光素子２Ｂ，２Ｃ，２Ｃ’を示す。一例と
して標識記号は、有機発光素子２Ｂや２Ｃの場合のように吸収層により示さるか、または
有機発光素子２Ｃ’の場合のように一部に貼り付けられたカラーフィルター層により示さ
れる。
【００９３】
　本発明は、本願明細書に前述された典型的な態様に基づく、典型的な態様に限定されな
い。むしろ、たとえ、典型的な態様および／または特許請求の範囲に明確に特定されてい
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【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１Ａ】図１Ａは、第１の典型的な態様による照明デバイスの概略断面を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、第１の典型的な態様の変形態様による照明デバイスの概略断面を示
す。
【図２】図２は、第２の典型的な態様による照明デバイスの概略断面を示す。
【図３】図３は、第１の典型的な態様の第２の変形態様による照明デバイスを２つ有する
照明器具の概略断面を示す。
【図４】図４は、複数の照明デバイスを有する自転車の概略側面を示す。
【図５】図５は、複数の照明デバイスを有する自動車の概略背面を示す。
【図６】図６は、複数の照明デバイスを有する衣服の概略イラストを示す。
【図７】図７は、複数の照明デバイスを有する手荷物の概略イラストを示す。
【図８】図８は、第３の典型的な態様による照明デバイスの概略断面を示す。
【図９】図９は、第３の典型的な態様による照明デバイスを有する警告マークの概略平面
を示す。
【図１０】図１０は、複数の照明デバイスを有する貨物自動車の斜視図である。
【図１１】図１１は、第１の典型的な態様によるディスプレイデバイスの概略平面を示す
。
【図１２】図１２は、第２の典型的な態様によるディスプレイデバイスの概略平面を示す
。
【図１３】図１３は、第３の典型的な態様によるディスプレイデバイスの概略イラストを
示す。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図９】 【図１０】
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